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発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）

○

改

正

案

現

行

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
取
引
に
係
る
公
表
事
項
等
）

第
三
条
の
二

令
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

（
新
設
）

る
事
項
は
、
売
付
け
又
は
買
付
け
の
申
込
み
に
係
る
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
数

量
、
売
付
け
又
は
買
付
け
の
別
及
び
申
込
み
の
時
刻
と
し
、
売
買
に
係
る
有
価

証
券
に
あ
っ
て
は
数
量
及
び
売
買
成
立
日
時
と
す
る
。

２

令
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

、
顧
客
の
提
示
し
た
指
値
が
、
取
引
の
相
手
方
と
な
る
他
の
顧
客
の
提
示
し
た

指
値
と
一
致
す
る
場
合
に
、
当
該
顧
客
の
提
示
し
た
指
値
を
用
い
る
方
法
と
す

る
。


